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令和８年1月15日、県内の交番・駐在所等において、

一般財団法人日本財団電話リレーサービスが提供している

「手話リンク」サービスの運用を開始します

視覚障害等がある方が、勤務員がいない不在交番に来所

した際、不在表示板に表示されている二次元コードをお持ち

のスマーフォン等で読み込むと手話通訳オペレータ―を介し

て無償で管轄警察署への問い合わせをすることができます。
※不在交番等に来所した聴覚障害者等のある方の利用を想定しています

2026年４月１日から
自転車の交通違反に
交通反則通告制度（青切符）が導入
・対象は16歳以上
※運転免許証の有無は関係ありません

□自転車の基本的な交通ルールに変更はありません。
□これまで「赤切符」で検挙されていた交通違反の一部が、
「青切符」で検挙されることとなります。
その場で反則金の納付書が交付されます。

引続き、
基本的な交通ルールの遵守と
ヘルメット着用をお願いします。 自転車への青切符の導入

埼玉県警ＨＰ

交通安全ｅラーニング
埼玉県警ＨＰ

東入間警察署ホームページ二次元コード

○窃盗事件･･ 13 件（自転車盗･･ 2件）
〇遺失・拾得 170 件 〇交通事故 29件

インターンシップ（就業体験会）

日時：令和８年３月７日（土）9:00～13:00

場所：東入間警察署

対象：現役高校生・専門学校生・短大生・大学生・大学院生
お申込みや詳細は下記問い合わせ先へお問い合わせください。

問い合わせ先： 東入間警察署 警務課 049-269-0110（内線211、213）


